
鎌倉市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

鎌倉市教育委員会公印規則（昭和27年11月教委規則第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表鎌倉市教育委員会聴聞主宰者印の項管守者の欄中「生涯学習課の課長等」

を「教育総務課長」に改める。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


